
 

平成30年４月１日 

財政局管財部管財課 

 

「横浜市公用車自動車損害賠償責任保険契約代理店の選定」契約結果 

 

 

 横浜市公用車自動車損害賠償責任保険契約代理店の選定について、公募型プロポー

ザル方式で、候補者を特定し、次のとおり契約しました。 

 

 

１ 件名      横浜市公用車自動車損害賠償責任保険契約代理店の選定 

２ 委託内容    公用車自動車損害賠償責任保険の契約に関する保険契約代理店

業務等 

３ 契約の相手方  株式会社新光ＦＰサービス 

４ 契約日     平成30年４月１日 

５ 評価結果 

提案者 評価点数 順位 

株式会社新光ＦＰサービス 228 １ 

 

６ 評価基準・評価委員会開催経過等 

(1) 評価基準 

別紙のとおり 

(2) 評価委員会開催経過 

 平成30年２月27日に評価委員会による提案内容に関するヒアリングを全委員出

席で実施した。 

 引き続き、各委員が採点、集計後、採点内容及び集計結果を確認し、財政局第

一業者選定委員会へ推薦する提案者を決定した。採点結果は次表のとおりである。 

 

提案者 
委

員 

委

員 

委

員 

委

員 

委

員 

合 

計 

順

位 

株式会社新光ＦＰサービス 44 32 24 68 60 228 １ 

 

７ 問い合わせ先 

 財政局 管財部 管財課 管理係   電 話：045-671-3977 

                  Email：za-jibai@city.yokohama.jp 



別紙 

        提案の評価基準  

Ⅰ Ⅱ 

Ⅰ×

Ⅱ 

評価項目 評価要素（評価の着目点） 
該 

当 

評 

価 

配点 

比率 

評価

点数 

(1) 業務提案内容の妥当性・実現性     

ア 

自賠責保険 

契約締結事務に 

関する提案 

① 
本市の業務日・時間帯において、「業務説明資料」６の(1)か

ら(4)が、確実に実行できる。 
○ 

Ｂ  ４ 12 ② 

①に加え、発行依頼から保険証明書発行・引渡しまでの手続に

おいて、本市及び損保会社とのやりとりにおける正確性（受発

注ミスの防止）や迅速性（手続期間の短縮化）が著しく優れて

いる。 

○ 

③ 
①に加え、保険締結依頼から保険証明書引渡しまでの手続に関

して、本市に著しく貢献できる提案業務が実行できる。 
 

イ 

車両管理に 

おける提案 

① 
本市の提供データに基づき、公用車の車検・保険更新期日が管

理できる。 
○ 

Ａ  ４ 20 ② 
①に加え、本市が提供するデータの誤りの修正、空白の補完等、

公用車の管理に貢献できる。 
○ 

③ 
①に加え、最新の公用車の車検・保険更新状況を本市と共有す

る等、本市事務の効率化に貢献できる。 
○ 

ウ 

自賠責保険の 

変更・解約に 

関する提案 

① 

廃車や錯誤等による保険契約の解約・変更に際し、返戻金額、

手続き方法などに関する管財課および各区局担当者からの問

い合わせに適切に対応できる。 

○ 

Ｃ ２ ２ 

② ①が即日または翌日に可能である。  

③ ①、②以外に優れた提案がある。  

エ 

自賠責保険金 

請求に関する 

提案 

① 

事故発生の際、各区・局自賠責保険担当者からの問合せに対し

保険金請求に必要な書類（診断書、報酬明細書等）の作成方法

及び保険金請求手続きを直接各区・局の担当者に示すことがで

きる。 

 

Ｄ  ２ ０ 

② 
①に加え、示談交渉等に関する各区・局自賠責保険担当者から

の問合せに対し適切なアドバイスを提供できる。 
 

③ ①、②以外に優れた提案がある。  

オ 

その他 

自賠責保険に 

関する提案 

① 

本市の自賠責保険業務に貢献できる独自の提案がある。 

例：自賠責保険事務担当者の知識・能力の向上に資する取組 

  自賠責保険業務の効率化・負担軽減に資する取組 

○ 

Ｂ  ４ 12 
② 

①以外に、本市の自賠責業務に貢献できる独自の提案が複数あ

る。 
○ 

③ 他社に比べて①又は②の提案が特に優れている。  

(2) 実施体制の妥当性・実現性     

ア 

実施体制 

① 
(1)の提案内容を実現するための人員体制が十分であるまたは

人員の不足を補完する事務の仕組みを備えている。 
○ 

Ｂ  ２ ６ 
② 

①に加え、緊急時の対応を想定した実施体制が計画されてい

る。 
 

③ ①に加え、災害発生時を想定した実施体制が計画されている。 ○ 

(3) 取扱保険業務実績等     

ア 

過去５年間の 

同種又は類似 

業務の実績 

① 
本業務と同種の業務実績がある（同種の業務実績がない場合

は、類似する業務実績がある）。 
 

Ｄ  ２ ０ 
② ①の実績が複数ある。  

③ ①の実績が特に優良であると認められる。  

（網掛け部分は評価例） 



(4) ワーク・ライフ・バランス及び障害者雇用に関する取組     

ア 

ワーク・ライ

フ・バランス及

び障害者雇用に

関する取組 

① 
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策

定している（従業員 101人未満の場合のみ加算）。 
○ 

Ｂ  １ ３ 
② 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一

般事業主行動計画を策定している。 
 

③ 

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率 2.0％を達成している

（従業員 50人以上）、又は障害者を１人以上雇用している（従

業員 50 人未満） 

○ 

 合    計 55 

  

【評価方法】 

●各評価項目について、全ての評価要素に該当する場合はＡ評価、以下、該当する評価要素の数

に応じて評価し、全ての評価要素に該当しない場合は、Ｄ評価とする。 

●ただし、評価項目(1)－ア～エ及び評価項目(2)－アについては、次のとおり取り扱う。 

・①の評価要素を満たしていない場合、②、③は評価しない(Ｄ評価となる)。 

・同一の評価項目について、出席委員の過半数がＤ評価となった提案は、失格とする。 

●Ａ評価は５点、Ｂ評価は３点、Ｃ評価は１点、Ｄ評価は０点とする。  

●評価項目ごとに配点比率を設定する。Ａ～Ｄ評価の点に配点比率を乗じ、評価点数を算出する。

委員 1名につき、配点比率が１の評価項目の評価点数は最高 5点、以下同様に２の評価項目は

最高 10 点、４の評価項目は最高 20点。全項目の合計では、最高 105点となる。 

【第一順位の決定方法】 

●出席委員の評価点数の合計が最も高い提案を第一順位とする。 

●出席委員の評価点数の合計が最も高い提案が二者以上あるときは、(1)「業務提案内容の妥当

性・実現性」の合計点数が最も高い者を第一順位とする。それでもなお決しない場合は、全て

の評価項目においてＡ評価が多い者を第一順位とする。 

●上記の方法により、なお第一順位が決しない場合は、地方自治法施行令第 167条の９に準じて、

該当者にくじを引かせ第一順位を決定する。該当者のうちくじを引かない者があるときは、こ

れに代えて、当該プロポーザルに関係のない職員にくじを引かせ、第一順位を決定する。 
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